
 

事 業 主 名 称  有限会社静内ケアセンター 

事 業 所 名 称 

事 業 所 所 在 地 

 支援ハウス 

      日高郡新ひだか町静内 

① （さざんか）   〒056-0023 ときわ町３－１２－２１ 

② （あんず）    〒056-0023 ときわ町３－１２－２２ 

③ （チューリップ） 〒056-0006 中野町２－１２－４ 

④ （ぼたん）    〒056-0006 中野町２－１２－３ 

管 理 者 名  隣接するグループホームの管理者 

窓 口 担 当 者 名 
 横田 茂 

０１４６－４２－３２５５ 

職 員 数   

定 員  各２名 

開設曜日及び開設時間 ２４時間 ３６５日 

事業所の特徴（ＰＲ） 

家庭的な暮らしの継続支援。隣接するグループホームや支援

ハウス、デイサービス、外づけの訪問介護、山田クリニックとの

医療連携で生活をサポートする。外出の機会を多くしており、ケ

アセンターの行事にも参加する。地域包括ケアの実践。 

利 用 料 金 別紙料金表のとおり 

ホームページ  
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静内ケアセンター支援ハウス　費用のめやす

水道光熱費
日用品費

30,000 円

36,400円　～
40,300円

3,000 円

１）紙おむつ、尿取りパット類

日割り無し
個人の電化製品

１ケ1日50円
冬期加算
10月～4月
日割り無し

内訳 １日 １か月 備考

家賃

食費

日割り無し

朝　400円
昼　400円
夜　500円

1,300 円

４）個人的金銭管理、行政手続等のための出張費

５）介護保険（訪問介護・デイサービス等）を利用する場合は、

２）個人旅行費、家族訪問、温泉などの送迎費は実費

個人負担するもの　

暖房費

　  利用料の1割が自己負担となります

６）上記以外の個人的経費の負担が発生した場合は、

　  利用者または家族との合意によって決定する

10,000 円

69,400円～
83,300円

３）個人的な観劇、行事などの参加費または教材費

合計


